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南 の 玄 関 に ぎ わ い の ま ち づ く り 

新年あけましておめでとうございます。 
本年もよろしくお願いいたします。 

鹿島台総合支所 職員一同 

 年末年始の12月31日(火)～1月2日(木)の期間，ごみの収集をお休みします。 

 燃やせるごみの収集日はＡ地区・Ｂ地区とも 

    年内最終日 は １２月２７日(金) 

    年始開始日 は  １月 ３日(金)  となります。 

 その他のごみの収集日は，予定の曜日のとおりです。 
ごみカレンダーをご参照ください。 

【お問合せ】地域振興課  ☎56-7111 

 台風19号により被害を受けられた方について,申告により納付する所得税等が減額となる場
合があるため雑損控除等の説明会を開催します。 

 ●内容 雑損控除等の計算明細書の作成，確定申告が可能な場合は確定申告の受付 
 

 ●対象 確定申告が必要な方で【１】または【２】(または両方)に該当する方 
     【１】雑損控除 ①または②のいずれかまたは両方が0円以下でない場合 
      ①住宅および家財等の損失額―保険金等で補填される金額―所得金額の10分の１ 
      ②災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用等―災害により滅失した 
       住宅・家財を除去するための費用等に対して保険金で補填される金額－５万円 
 

     【２】災害減免法の対象となる人   
      住宅・家財に受けた損害額がその価格の2分の1以上で，平成31年(令和元年)分 
      の所得金額が1,000万円以下の場合に適用 
      ※住宅・家財等は，生計を一にする配偶者・その他の扶養親族(総所得金額38万円以下)が 
         有するものを含みます 
 

 ※【１】と【２】の両方に該当する場合は，いずれかの選択となります。重複適用はできません。 
 ※各会場の対象となる人には，個別に通知しますので，該当する日程に来場してください。 
 

 ●必要書類 【１】被害を受けた資産の取得時期，取得価格のわかるもの。 
           【２】被害を受けた資産の修繕費，取壊し費用，除去費用などのわかるもの。 
           【３】被害を受けた資産について受け取る保険金等の金額がわかるもの。 
           【４】市町村から交付された「り災証明書」 
           【５】平成31年（令和元年）分の所得金額や所得控除のわかるもの。 
           【６】金融機関名および口座番号のわかるもの（所得税還付の場合） 
           【７】印鑑・マイナンバーカード等・身元確認書類（運転免許証など） 
              
 ●日時      １月３１日(金)  鈴掛・姥ケ沢・東平渡・内ノ浦地区  
      ２月 ３日(月)  上志田地区   
          ２月 ４日(火)  下志田地区 
              ２月 ５日(水)  その他の行政区 
         ※午前10時 ～ 午後5時(受付終了は午後3時30分まで) 
  

 ●場所        鹿島台総合支所２階会議室 
 

 

 【お問合せ】 古川税務署 個人課税部門   ☎22-1711(代表) 
        税 務 課 市民税担当  ☎23-2148 
          鹿 島 台 市民福祉課  ☎56-7114 
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◆◆人権相談◆◆  ◇◇行政相談◇◇ 
 役所(国・県・市町村)や特殊法人(NTT・
郵便局)などの仕事について，苦情や要望が
ありましたらご相談ください。 

 いじめ，虐待，家庭内暴力，近隣関係，職場関
係，相続などの困りごとについて，人権擁護委員
が相談に応じます。お気軽にご相談ください。 

◇日 時  １月 １４日(火) 
       10：00 ～ 15：00 

◇会 場  鹿島台総合支所２階小会議室 

◇行政相談委員  大條春悦さん 

◆日 時  １月 １５日(水) 
       10：00 ～ 15：00 

◆会 場  鹿島台総合支所２階小会議室 

◆人権擁護委員  石川政雄さん 

【お問合せ】 
 地域振興課  ☎56-7111 

※予約制ですが日時が合わない方は 
随時相談に応じますのでご連絡ください。 

 健診結果について相談したい方，食生活について相談したい方，子育てに 
ついて相談したい方，子どもの発育・発達について相談したい方等 …  
 保健師，栄養士が健康に関する相談に応じます。 

◆日 時 １月１４日(火) ①9 : 00 ②10 : 00 ③11 : 00 

◆場 所 鹿島台総合支所 

【申込み】市民福祉課  ☎56-9029 

  

『冬の遊び』 
 

【お問合せ】鹿島台中央児童館  ☎56-4672 

🐨日 時 １月１６日(木) 

🐨場 所 鹿島台中央児童館 

🐨内 容 冬の遊びなど 

🐨対 象 就学前の幼児・保護者 

🐨持ち物 飲み物 

 ※申込みは不要です。 

      10：00 ～ 11：30 
◆日 時 １月１２日(日) 

      １１：００ 開式 

【お問合せ】鹿島台公民館 ☎56-2510 

令和２年 
鹿島台地域 成人式 

◆場 所 鎌田記念ホール 

 
 昨年度から防犯灯を順次LED灯へ交換しております。不点灯や常時点灯などの故障などを発
見された場合，下記のコールセンターへご連絡をお願いします。 

 【お問合せ】防災安全課 ☎23-5144 
地域振興課 ☎56-7111 

 コールセンター  ＴＥＬ ０８００－１１１－５３００ 

💡 受付時間 平    日  9：00 ～ 17：00   

       土・日・祝日  9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00 

       ※年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く 

💡 運営会社 アイリスオーヤマ（株） 

 コールセンターへ伝えてほしいこと 

① 防犯灯の柱に取付されている「管理プレート」の 

                 「大崎市」と「管理番号」 

  ※管理番号が不明な場合は所在地・電柱番号・目標物など 

② 故障などの内容(不点灯や常時点灯)  

  ※柱の腐食など防犯灯本体以外の修理は市へご連絡ください。 管理プレート 

LED防犯灯 

入電後，３営業日以内に現場確認を行い， 
10営業日以内に復旧をいたします。 

コールセンターで対応できる防犯灯は「管理プレート」があるものだけです！ 
※「管理プレート」がない防犯灯の故障などは地域振興課へご連絡ください。   

 団体・企業などから台風19号被害に対する寄附金・義援金をいただいております。 

台風１９号寄附金・義援金をいただいております 

鹿島台互市運営委員会 様 

      (互市街頭募金)  
543,010円 ジー・オー・ピー㈱ 様 5,000万円 

仙北街商協同組合 様 200,000円 ㈱東日本 様 3,000,000円 

ジー・オー・ピー㈱ 様 

仙北街商協同組合 様 

鹿島台互市運営委員会 様 

㈱東日本 様 

※その他の団体・企業などからも寄附金・義援金をいただいております。随時ご紹介いたします。 


